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(57)【要約】
【課題】気相と液相を分散させる装置を含む反応器にお
いて気相と液相を均質に分散させる。
【解決手段】本発明は、少なくとも１つの粒状床（１２
）と、反応器の底部に存在し界面（３８）によって分け
られた本質的に液体の相（Ｌ）および本質的に気体の相
（Ｇ）と、液相（Ｌ）を該床に向かって流通させること
を可能にする少なくとも１つの主チムニー（３２）およ
び気相（Ｇ）を前記床中に供給する少なくとも１つの通
路（３０）を有する分散板（２０）とを含む処理または
水素化処理反応器に関する。本発明によれば、板（２０
）はさらに、液相を該床に向かって流通させ、または気
相を前記床中へ供給する少なくとも１つの混合チムニー
（３４）を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの充填床（１２）と、反応器の底部に存在し、界面（３８）によって分
けられた本質的に液体の相（Ｌ）および本質的に気体の相（Ｇ）と、前記液相（Ｌ）を前
記床に向かって流通させることを可能にする少なくとも１つの主チムニー（３２）および
前記気相（Ｇ）を前記床中に供給する少なくとも１つの通路（３０）を有する分散板（２
０）とを含む処理または水素化処理反応器において、板（２０）がさらに、前記液相を前
記床に向かって流通させ、または前記気相を前記床中へ供給する少なくとも１つの混合チ
ムニー（３４）を含むことを特徴とする処理または水素化処理反応器。
【請求項２】
　混合チムニー（３４）が、主チムニー（３２）の高さ（Ｈ）より小さく、通路（３０）
の高さ（Ｅ）より大きい高さ（Ｈ’）を含むことを特徴とする、請求項１に記載の処理ま
たは水素化処理反応器。
【請求項３】
　混合チムニー（３４）が、主チムニー（３２）の流動断面積（Ｓ１）より小さい流体流
動断面積（Ｓ２）を含むことを特徴とする、請求項１または２に記載の処理または水素化
処理反応器。
【請求項４】
　混合チムニー（３４）が両端が開いた管であり、その流体流動断面積（Ｓ２）がこの管
の直径断面であることを特徴とする、請求項３に記載の処理または水素化処理反応器。
【請求項５】
　混合チムニー（３４）が両端が開いた管であり、その流体流動断面積（Ｓ２）が、この
混合チムニーの直径断面に対する制限物（４０）であることを特徴とする、請求項３に記
載の処理または水素化処理反応器。
【請求項６】
　前記制限物が、混合チムニー（３４）の一端に配置された中空ワッシャ（４０）である
ことを特徴とする、請求項５に記載の処理または水素化処理反応器。
【請求項７】
　前記混合チムニーが下端が閉じた管であり、前記混合チムニーの流動断面積（Ｓ２）が
、このチムニーの周囲壁に設けられた少なくとも１つのオリフィス（４２）であることを
特徴とする、請求項３に記載の処理または水素化処理反応器。
【請求項８】
　主チムニー（４６）が、前記板に設けられ、該チムニーより大きな直径寸法の穴（４４
）の中に同軸に収容されていることを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の処
理または水素化処理反応器。
【請求項９】
　混合チムニー（４８）が、主チムニー（４６）と穴（４４）の間に、それらと同軸に配
置されていることを特徴とする、請求項８に記載の処理または水素化処理反応器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、反応器内を上昇並流（ａｓｃｅｎｄｉｎｇ　ｃｏ－ｃｕｒｒｅｎｔ　ｆｌｏ
ｗ）として流通する（ｃｉｒｃｕｌａｔｅ）少なくとも１つの気相および少なくとも１つ
の液相を分散させる装置を含む反応器に関する。
【０００２】
　本発明は特に、そのような装置が、固体粒子、場合によっては触媒粒子の粒状床（ｇｒ
ａｎｕｌａｒ　ｂｅｄ）からなることができる反応ゾーンまたは気／液接触ゾーンの上流
に配置された反応器に関する。
【０００３】
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　本発明は特に、重質原油（ｈｅａｖｙ　ｃｒｕｄｅ）からの留分の触媒処理など、流体
供給原料の処理（ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）または水素化処理（ｈｙｄｒｏｔｒｅａｔｍｅｎ
ｔ）用に意図された反応器に関する。
【背景技術】
【０００４】
　発明の背景
　固定触媒床を有するタイプの反応器では、気相および液相を可能な限り均質に分散させ
る必要があることは広く知られている。
【０００５】
　反応器内での気－液接触を最適化し、この反応器のさまざまなゾーンをほぼ同様に操作
するため、これら２相を、この反応器の正前断面（ｆｒｏｎｔａｌ　ｓｅｃｔｉｏｎ）全
体に沿って可能な限り均等かつ均一に分散させることも必要である。
【０００６】
　米国特許第３４４１４１８号によって既に知られているように、この分散は、垂直チム
ニー（ｃｈｉｍｎｅｙ）および貫通孔（ｐｅｒｆｏｒａｔｉｏｎ）を備えた分散板（ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｐｌａｔｅ）によって達成することができる。分散板の目的は、
ほとんどの場合に円筒形である反応器の断面全体にわたって実質的に均一な気相および液
相の分散を達成することである。
【０００７】
　このタイプの分散板はさらに、板の貫通孔を通して気相を分散させ、チムニーを通して
液相を分散させることを可能にする。
【０００８】
　米国特許第６１２３３２３号は、液体と気体の混合物が供給された反応器内の上昇流中
で使用することができる分散装置を記載している。
【０００９】
　この装置は、反応器の断面全体の全部または一部を占め、気体と液体が分けられている
容積の範囲を画定する分散板からなる。気体は次いで、前記板の断面全体にわたって分布
したオリフィスを通って流れる。これとは別に、液体は、前記板を貫通し、液／気界面の
下に延びる垂直チムニーを通って、または反応器断面の前記板によって覆われていない部
分を通って流れる。
【００１０】
　密閉容器（ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ）の底部に位置するラインを通して気体および液体が供
給されるこの反応器は技術的に興味深いが、かなりの欠点を含む。
【００１１】
　実際、反応器の断面全体への気体の分散が良好でなく、気体柱（ｇａｓ　ｃｏｌｕｍｎ
）が一般に反応器の中心に立ち昇るため、操作が最適化されない。これは、分散板の下方
にある気－液界面を乱し、この板の下方における気体の分散が良好でなくなる。
【００１２】
　さらに、場合によっては、望まれない形態として気体がチムニーに入りうる。気体柱の
場合、その結果、気体の分散が良好でなくなり、この気体のより大きな割合が前記板の中
心ゾーンに存在するようになる。
【００１３】
　したがってさらに、この気体の離脱（ｇａｓ　ｄｉｓｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）は、流れ
の脈動を引き起こし気体の分散を局所的に不均衡にする恐れのある相当な乱れを生み出す
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第３４４１４１８号公報
【特許文献２】米国特許第６１２３３２３号公報
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【発明の概要】
【００１５】
　本発明は、気－液界面が乱れた場合であっても、液相の分散を乱すことなく、反応器の
断面全体に沿って気相を均等に分散させることを可能にする分散板を含む触媒床反応器に
よって、上記の欠点を克服することを目指す。
【００１６】
　発明の概要
　したがって本発明は、少なくとも１つの充填床と、反応器の底部に存在し、界面によっ
て分けられた本質的に液体の相および本質的に気体の相と、液相を前記床に向かって流通
させることを可能にする少なくとも１つの主チムニーおよび気相を前記床中に供給する少
なくとも１つの通路を有する分散板とを含む処理または水素化処理反応器において、前記
板がさらに、液相を前記床に向かって流通させ、または気相を前記床中へ供給する少なく
とも１つの混合チムニーを含むことを特徴とする処理または水素化処理反応器に関する。
【００１７】
　混合チムニーは、主チムニーの高さより小さく、前記通路の高さより大きい高さを含む
ことができる。
【００１８】
　混合チムニーは、主チムニーの流動断面積（ｃｒｏｓｓ－ｓｅｃｔｉｏｎａｌ　ｆｌｏ
ｗ　ａｒｅａ）より小さい流体流動断面積（ｃｒｏｓｓ－ｓｅｃｔｉｏｎａｌ　ａｒｅａ
　ｏｆ　ｆｌｕｉｄ　ｆｌｏｗ）を含むことができる。
【００１９】
　混合チムニーは、両端が開いた管とすることができ、その流体流動断面積をこの管の直
径断面（ｄｉａｍｅｔｒａｌ　ｓｅｃｔｉｏｎ）とすることができる。
【００２０】
　混合チムニーは、両端が開いた管とすることができ、その流体流動断面積を、この混合
チムニーの直径断面に対する制限物（ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｉａｍ
ｅｔｒａｌ　ｓｅｃｔｉｏｎ）とすることができる。
【００２１】
　該制限物は、混合チムニーの一端に配置された中空ワッシャとすることができる。
【００２２】
　混合チムニーは、下端が閉じた管とすることができ、このチムニーの流動断面積を、こ
のチムニーの周囲壁に設けられた少なくとも１つのオリフィスとすることができる。
【００２３】
　主チムニーを、前記板に設けられた、そのチムニーより大きな直径寸法の穴の中に同軸
に収容することができる。
【００２４】
　混合チムニーを、主チムニーと前記穴の間に、それらと同軸に配置することができる。
【００２５】
　図の簡単な説明
　本発明の他の特徴および利点は、添付図面を参照し、非限定的な例として示された以下
の説明を読むことにより明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】分散板を含む本発明による反応器の部分軸方向断面図である。
【図２】本発明による反応器の一変形形態の拡大部分図である。
【図３】本発明による反応器の別の変形形態の別の拡大部分図である。
【図４】（ａ）は本発明による反応器の第３の変形形態の別の拡大部分図であり、（ｂ）
はそのチムニーおよび通路部の下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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　詳細な説明
　図１において、細長い垂直管の形状を有することが好ましい密閉型反応器（ｃｌｏｓｅ
ｄ　ｒｅａｃｔｏｒ）１０は一般に、その上部に、少なくとも１つの粒状床１２を形成す
ることを可能にする生成物供給手段（ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ　ｓｕｐｐｌｙｉｎｇ　ｐｒｏ
ｄｕｃｔｓ）（図示せず）を含む。
【００２８】
　粒状床と呼ばれるものは、寸法が数ミリメートル程度の粒（ｇｒａｉｎｓ）形状を有す
る一群の固体粒子であり、有利には、これらの固体粒子が、未使用触媒や再生触媒からな
る触媒床を形成することを可能にする触媒活性を有する。
【００２９】
　同様に、上で使用された反応器という用語が、密閉容器（ｅｎｃｌｏｓｕｒｅｓ）およ
び塔（ｃｏｌｕｍｎｓ）に関することは明白である。
【００３０】
　この反応器は、反応器の底部１４の領域、好ましくは反応器の底部１４の中央のゾーン
に、気相と液相の供給混合物１８（または供給原料）を送るライン１６を含む。
【００３１】
　有利には、気相が、純粋な水素を含む混合物、または純粋な水素、残留水素および気化
した炭化水素を含む混合物を含み、液相が本質的に炭化水素を含む。
【００３２】
　場合によっては、供給混合物が、水と空気または酸素、１種以上の炭化水素と空気また
は酸素など、他の相を含むことができる。
【００３３】
　粒状床は、この反応器の下部において、反応器の底部１４からある距離を置いて配置さ
れ、反応器の周囲壁（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ｗａｌｌ）２２まで延びる横断多孔板２０
によって仕切られている。横断多孔板２０の目的については後に説明する。
【００３４】
　広く知られているとおり、このような反応器は、上昇流動条件下で操作されているこの
反応器内で気体および液体の流れを分散させ、混合することを可能にする。したがって、
所望の触媒反応を得るためには、気／液／固体反応接触を達成する必要がある。したがっ
て、粒状床の触媒は、反応器内で動かないように維持するか、または気体／液体流によっ
て泡で隆起される（ｅｂｕｌｌａｔｅｄ）。
【００３５】
　図１から分かるとおり、分散板２０は粒状床１２の境界を画定し、配送ライン１６およ
び反応器の底部１４の下流に配置される。
【００３６】
　この板は、反応器の周囲壁２２まで反応器の断面全体を占める平板２４からなる。
【００３７】
　この板２４は、板２４を貫通する多数の穴２６、２８、３０を含む。穴２６は、供給混
合物の本質的に液体の相Ｌによって通り抜けられる（ｔｒａｖｅｒｓｅｄ）ことが意図さ
れた、両端が開いた垂直中空管３２（以下の説明では「主チムニー（ｍａｉｎ　ｃｈｉｍ
ｎｅｙ）」と呼ぶ）を隙間がないように受け入れる。穴２８は、「混合チムニー（ｍｉｘ
ｅｄ　ｃｈｉｍｎｅｙ）」と呼ぶやはり両端が開いた垂直中空管３４を隙間がないように
受け入れる。これらの混合チムニーは、供給混合物の本質的に液体の相Ｌまたは供給混合
物の本質的に気体の相Ｇによって通り抜けられる。板２４の穴３０はそのまま、好ましく
は中空管なしで使用され、混合物の本質的に気体の相Ｇによって通り抜けられる通路（ｐ
ａｓｓａｇｅ）を形成する。
【００３８】
　分散板はしたがって、一連の主チムニー３２、一連の混合チムニー３４および一連の通
路３０からなる。
【００３９】



(6) JP 2010-24451 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

　この板はしたがって、反応器の底部から粒状床への気体および液体の連通を可能にする
。
【００４０】
　主チムニー３２の軸方向の高さＨは混合チムニー３４の軸方向の高さＨ’より大きく、
混合チムニー３４の軸方向の高さＨ’は、ここでは板２４の厚さＥと一致する（ｍｅｒｇ
ｅ）通路３０の高さより大きい。高さＨおよびＨ’はそれぞれ、板２４の下面と流体が導
入される主チムニーおよび混合チムニーの開いた下端との間とみなされる。
【００４１】
　半径方向に考える主チムニー３２の流動断面積Ｓ１は、混合チムニー３４の流動断面積
Ｓ２および通路３０の流動断面積Ｓ３より大きいことが好ましい。断面積Ｓ２とＳ３が互
いに等しいことが有利であるが、断面積Ｓ１より小さい限り、これらが異なってもよい。
【００４２】
　ここで、断面積Ｓ１からＳ３は、流体（気体または液体）がそこを通って床１２に向か
って流通する開口の断面積に対応する。断面積Ｓ１およびＳ２は、主チムニー３２および
混合チムニー３４を形成する管の内直径断面（ｄｉａｍｅｔｒａｌ　ｓｅｃｔｉｏｎ）の
レベルとみなされ、断面積Ｓ３は、通路３０の直径断面に対応する。
【００４３】
　もちろん、通路、チムニーおよびこれらのチムニーに備わる穴は、円形、楕円形または
他の形状の互いに同一のまたは互いに異なる任意の形状の断面幾何形状を有することがで
きる。
【００４４】
　同様に、板２４上のチムニー３２、３４および通路３０の数、レイアウトおよびサイズ
も、当業者に知られている任意の技法に従い、気体流量の所望の最小および最大操作値に
応じて選択される。
【００４５】
　より正確には、いかなる気体流量の操作範囲であっても、それは、板２０の下方の気体
オーバヘッド（ｇａｓ　ｏｖｅｒｈｅａｄ）３６および主チムニー３２の下端より上に位
置する液／気界面３８の形成を可能にするべきである。
【００４６】
　好ましくは、図１に例示されているように、主チムニー３２は、混合物の液相Ｌによっ
て通り抜けられ、混合チムニーおよび通路３０はこの混合物の気相Ｇによって通り抜けら
れる。したがって、主チムニー３２の下端は、反応器の底部１４に収容される供給混合物
１８中にあり、主チムニーの上端は粒状床１２と連通する。
【００４７】
　同様に、混合チムニー３４の下端は気体オーバヘッド３６中にあり、その上端は粒状床
１２と連通する。
【００４８】
　通路３０は、気体オーバヘッド３６を粒状床１２と連通させることを可能にする。
【００４９】
　有利には、既に知られているように、板２０と粒状床を支持する格子（ｇｒａｔｅ）と
の間に空間を設けることが可能である。
【００５０】
　これは、液相および／または気相が高速で流通する場合に、板の圧力降下を制限するこ
とを可能にする。
【００５１】
　本明細書で使用される用語「より大きい」および「より小さい」は、図１に示された反
応器の図に関連して考慮されるべきである。
【００５２】
　この反応器の操作中に、ライン１６を通して反応器の底部１４に供給混合物が供給され
る。この混合物が分散板２０に向かって上昇するにつれて、混合物中に含まれる気相が混
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合物から離脱する。この離脱した気相は板２０の下まで達し、気体オーバヘッド３６を形
成し、この気体オーバヘッドと供給混合物から脱気された液相との間に気／液界面３８が
生じる。
【００５３】
　もちろん、既に述べたとおり、気体オーバヘッド３６は、各種チムニーおよび通路によ
って達成される圧力降下の結果生じ、これらのチムニーおよび通路の数、寸法および構成
は、界面３８が、最適には、主チムニー３２の下端より上、かつ混合チムニーの下端より
下に位置し、最悪の場合でも、混合チムニーの下端より上に位置するが、板２０の下面に
は達しないように決定される。
【００５４】
　したがって、図１の構成では、脱気された液相Ｌは主チムニー３２を通って床１２に達
し、一方、オーバヘッド３６の離脱した気相Ｇは、混合チムニー３４と通路３０の両方を
通って流通した後、やはり床１２に達する。
【００５５】
　有利には板２０の全体に沿って一様に分散されたこれらの液相および気相は、上昇しな
がら床の中を流れて所望の化学反応を達成し、最終的に、当業者に知られている任意の手
段によって床を出る。
【００５６】
　もちろん、界面３８が混合チムニー３４の下端より上に位置する反応器構成では、オー
バヘッド３６の気相が通路３０だけを通り、脱気された液相が、主チムニー３２と混合チ
ムニー３４の両方を通って流れ、床１２に達する。
【００５７】
　したがって、この板は、２タイプのチムニーが存在することにより、気体および液体流
量に関してより高い使用柔軟性を可能にする。
【００５８】
　さらに、この板は、高さの低いチムニーを使用することにより、反応器をコンパクトに
する要求を満たすことを可能にする。
【００５９】
　その上、この反応器は、特に気体流量が増大するときに、多数の気体流通チャネル（ｃ
ｈａｎｎｅｌ）を使用し、同時に気体の合体（ｇａｓ　ｃｏａｌｅｓｃｅｎｃｅ）を防ぐ
ことを可能にする。
【００６０】
　図２の変形形態は、混合チムニー３４’が、主チムニーの直径断面と同一の直径断面を
含み、主チムニー３２の流動断面積Ｓ１より小さい流動断面積Ｓ２を有する点が図１とは
異なる。
【００６１】
　このより小さな流動断面積は、混合チムニー３４’が制限物（ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ
）４０を持つことによって得られる。有利には、この断面制限物が、好ましくは中心が空
洞のワッシャからなり、そのワッシャの外直径が、このチムニーを形成する管の内直径と
一致し、そのワッシャの内直径が、流動断面積Ｓ２を画定することを可能にする。
【００６２】
　この制限物は、混合チムニーの一端または他端に配置されることが好ましいが、この制
限物を、混合チムニーの二つの端の間の任意の位置に配置することもできる。
【００６３】
　図３の変形形態では、反応器の底部の方向の混合チムニー３４’’の下端が閉じられ、
上端は依然として粒状床１２と連通する。気体オーバヘッド３６を床１２と連通させるた
め、混合チムニーの周囲壁が少なくとも１つのオリフィス（ｏｒｉｆｉｃｅ）４２を備え
る。ここでは円形であるこのオリフィスは、大きさが図１または２の流動断面積Ｓ２と一
致する流動断面積Ｓ２を含む。
【００６４】
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　したがって、混合チムニー３４を通って床１２に達する前にオーバヘッド３６の気相が
導入されるのはこのオリフィスを通してであり、このオリフィスの最下点が、板２４の下
面とともに、このチムニーの高さＨ’を決定する。
【００６５】
　もちろん、円周方向に互いに隣り合って配置された多数のオリフィス４２、または軸方
向に互いに上下に並べて配置された多数のオリフィス４２、あるいはこれらの２つのオリ
フィスレイアウトを組み合わせた多数のオリフィス４２を提供することができる。
【００６６】
　同様に、このオリフィスは、スロット（ｓｌｏｔ）など、円形以外の形状を有すること
ができる。
【００６７】
　図４の変形形態では、板２４が、主チムニーと混合チムニーの両方を同軸に収容し、前
述の通路を形成する好ましくは円形の穴４４を備える。
【００６８】
　この図から分かるとおり、主チムニー４６と混合チムニー４８は互いに同軸に収容され
、同時に穴４４と同軸に配置される。したがって、これらの穴４４は、混合チムニー４８
の半径より大きな半径を有し、混合チムニー４８は主チムニー４６より大きな半径を有す
る。
【００６９】
　同様に、主チムニーの高さＨは混合チムニーの高さＨ’より大きく、混合チムニーの高
さＨ’は、ここでは板２４の厚さＥと一致する穴４４の高さより大きい。
【００７０】
　有利には、図４により明らかに示されているように、主および混合チムニーの上端が穴
４４の中に収容され、これらの上端が同じ水平面に配置される。
【００７１】
　もちろん、当業者は、例えば主チムニーの外周（ｐｅｒｉｐｈｅｒｙ）と混合チムニー
の内周との間に溶接された放射状ブレース（ｂｒａｃｅ）５０、および混合チムニーの外
周と穴４４の内周との間に溶接されたブレース５２など、これらの各種チムニーおよび穴
の組立てを可能にする任意の手段を検討することができる。
【００７２】
　この構成では、流動断面積Ｓ１が主チムニーの直径断面に対応し、流動断面積Ｓ２が、
主チムニーの外周と混合チムニーの内周との間の横断面積に対応し、流動断面積Ｓ３が、
混合チムニーの外周と穴４４の周との間の横断面積に対応する。
【００７３】
　図１から３に関して上で述べたとおり、流動面積Ｓ１は流動面積Ｓ２より大きく、流動
面積Ｓ２は、流動面積Ｓ３より大きいか、または流動面積Ｓ３に等しい。
【００７４】
　したがって、主チムニー４６の下端は、脱気された液相中にあり、上端は粒状床１２中
に開き、したがって、液相が、この粒状床に向かって流れることを可能にする。主チムニ
ーと混合チムニーの間の流動断面Ｓ２、および混合チムニーと穴４４の間の流動断面Ｓ３
は、気相が流通し、気体オーバヘッド３６から床１２へ流れることを可能にする。
【００７５】
　本発明は、記載された実施形態例に限定されず、任意の変形実施形態および等価実施形
態を包含する。
【００７６】
　特に、気体オーバヘッドおよび液／気界面を形成するため、上述の供給混合物の代わり
に、第１の供給手段によって反応器の底部に液相Ｌを供給し、別の供給手段によって分散
板の下に気相Ｇを注入することを検討することが可能である。
【符号の説明】
【００７７】
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　１０　反応器
　１２　粒状床
　１４　反応器底部
　１８　供給混合物
　２０　分散板
　３０　通路
　３２　主チムニー
　３４　混合チムニー
　３６　気体オーバヘッド
　３８　界面
　４０　制限物
　４２　オリフィス
　４４　穴
　４６　主チムニー
　４８　混合チムニー

【図１】 【図２】

【図３】
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